
群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（先進的農業経営確立支援タイ
プ、地域担い手育成支援タイプ）実施要領

第１ 趣旨
本事業の実施については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱（平成３１年４

月１日付け３０生産第２２１８号農林水産事務次官任命通知。以下 「交付金実施要綱」とい、
う ）によるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。。

第２ 事業の内容等
本要領に定める事業の内容は、交付金実施要綱第３に定める事業とする。

第３ 事業実施等の手続き
１ 支援計画の作成及び計画の申請

事業実施主体は、本事業を実施するため、交付金実施要綱第４の１に基づき、群馬県強い
農業・担い手づくり総合支援交付金（先進的農業経営確立支援タイプ、地域担い手育成支援
タイプ）支援計画（以下 「支援計画」という ）として作成し、承認申請書（別紙様式１、 。
号）に実施計画書を添付し、知事に提出してその承認を受けるものとする。

２ 助成対象組織・対象者
事業実施主体が定める支援計画に基づく助成対象組織・対象者は、自己又は自己の法人そ

の他の団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）。
（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）。
（３）暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
（４）暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
（５）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
（６）暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的

に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
（８）暴力団員と密接な交友関係を有する者
３ 計画の承認

、 、 、知事は １により提出された支援計画が 交付金実施要綱別記１の要件を満たすとともに
事業の規模が適切であり、かつ、成果目標の達成が確実であると見込まれる場合、その承認
を行うものとする。

４ 支援計画の重要な変更
事業実施主体は、知事の承認を受けた支援計画の重要な変更を行う場合には、１から３に

準じて別紙様式２号により行うものとする。
なお、重要な変更とは、次の(１)から（５）に該当する場合とする。

（１）施設等の新設・廃止
（２）事業実施主体又は助成対象者の変更
（３) 成果目標の変更
（４）事業実施地区の区域、施設等の設置場所の変更
（５）事業量・事業費の３割を超える変更

第４ 県の助成措置
、 、 、 、県は 毎年度 予算の範囲内において 支援計画に基づく事業の実施に要する経費について

別に定めるところにより交付金を交付するものとする。

第５ 事業実施状況及び成果目標達成状況の報告
交付金実施要綱第７の１に定める事業実施状況及び８の１に定める成果目標の達成状況は

は、７月末日までに別紙様式３号により知事へ報告するものとする。

第６ 事業の評価
１ 知事は、第５の報告の内容を点検評価した結果、計画書に掲げた成果目標の全部又は一部



が達成されていない場合には、知事は計画主体に対し改善計画書(交付金実施要綱別紙様式
第６号の２)の作成を指示するものとする。

、 、２ １により改善計画書の作成を指示された計画主体は 当該成果目標が達成されるまでの間
当該年度の翌年度の７月末日までに知事に報告するものとする。

第７ 指導推進等
事業実施主体は、本事業の効果的かつ適正な推進を図るため、関係機関との密接な連携によ

る推進体制の整備を図り、本事業の実施についての推進指導にあたるものとする。

第８ その他
本事業の実施につき必要な事項については、この要領に定めるもののほか、知事が別に定め

るところによるものとする。

附 則
１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この要領の施行に伴い 「群馬県経営体育成支援事業実施要領 （平成２５年２月２６日、 」
施行）は廃止する。

３ ２に掲げる通知によって平成３０年度までに事業を実施した事業については、なお従前の
例により取り扱うものとする。



別記１

強い農業・担い手づくり総合支援交付金支援計画書の添付資料について

事業実施主体が、第３の３の規定に基づき知事に対して計画承認申請するにあたっては、必要
に応じて以下の書類等を添付する。
なお、計画の承認にあたり、下記以外に知事が必要と認める資料がある場合は、別途指示する

ものとする。

１ 人・農地プランの「今後の地域農業のあり方」及び助成対象者の事業計画の整合性の確認に
関する資料
（１）助成対象者が認定農業者（農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号）第12条第１
項の規定により市町村長から農業経営改善計画の認定を受けた者）の場合は、農業経営改善
計画の写し。

（２）助成対象者が認定農業者となることが見込まれる場合は、農業経営改善計画案の写し。
（３）助成対象者が認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号）第14条
の４第３項により市町村長から認定を受けた者）の場合は、青年等就農計画の写し。

（４）助成対象者が農業次世代人材投資資金（経営開始型）受給者（新規就農・経営継承総合
支援事業実施要綱（平成24年４月６日付け経営第3543号農林水産事務次官依命通知）別記１
の第６の２の規定に基づく給付対象者）の場合は、同要綱別記１の第６の２の（１）に定め
る青年等就農計画の写し。

（５）助成対象者が上記（１）から（５）以外の者の場合は、経営発展計画（参考様式１ 。）

２ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱別記２の別表１０－２ ３ ４が定める 現、 、 「
状の水準等」の確認に関する資料

別表
配分基準に係る添付資料等

項目 添付資料等 該当項目
融資主体型 条件不利型

付加価値額の拡大 申告書類等の写し。算出額の根拠とした帳簿 ○
・伝票等、支出や売上げが確認できる書類等の
写し。

経営面積の拡大 農地利用集積計画、農地の貸借契約書等の写 ○ ○
し。

経営管理の合理化 法人の登記簿謄本 現在事項全部証明書 発 ○ ○（ ）（
（法人化・ＧＡＰ 行から３ヶ月以内のもの 。 （該当する （法人のみ）
認証取得） 交付金実施要綱に定めるＧＡＰの認定書等の もの） 該当）

写し。
新規就農 青年等就農計画認定通知、農業次世代人材投 ○ ○

資資金（経営開始型）経営開始計画承認通知、
農地の貸借契約書、機械施設の購入伝票等、就
農時期が確認できる書類等の写し。
また、認定就農者、農業次世代人材投資資金

受給者以外の者で、５０歳までに就農した者に
ついては、運転免許証等、生年月日が確認でき
る書類等の写し。

農業者の育成 労働者名簿、賃金台帳、農業研修に関する確 ○
認書（研修計画）等、研修生の受け入れ状況が
確認できる書類等の写し。
独立した研修生が農業次世代人材投資資金を

受けていることを確認できる書類等の写し。
女性の取組 農業経営主が女性であることを確認できる申 ○

。 、告書類等の写し 法人・任意団体の場合は定款



規約等。
グローバル産地計 グローバル産地計画の写し ○
画との連携
他産業との連携 ６次産業化・地産地消法に基づく事業計画の ○

認定を受けたことがわかる書類、生産・加工・ （先進的タ
販売を一体化している取組がわかるもの。 イプのみ）
異分野の事業者と連携し、生産現場でのＩＣ

Ｔ等の活用、外食産業や小売業等との契約栽培
等の経営の高度化の取組がわかる書類等。

多様な人材の育成 雇用に係る各種助成金、障害者雇用納付金制 ○
・確保 度による金額の支給や障害者を雇用する上での （先進的タ

税制上の優遇措置がわかるもの。 イプのみ）
施設給食（子ども食堂、学校・病院等）へ食

材供給をしていることがわかる契約書等の写し
耕作放棄地の解消 農地利用集積計画、農地の賃貸借契約書等の ○

写し及び荒廃農地調査結果など当該農地が耕作
放棄地であったことが確認出来る書類等。

農業の６次産業化 売買契約書、生産・購入・加工・販売実績に ○
係る伝票等の写し。

高付加価値化 公的機関の分析結果（食味値の向上等 、出 ○）
荷・販売実績に係る伝票等の写し。

農業経営の複合化 出荷・販売実績に係る伝票等の写し。 ○

雇用 雇用契約書、雇用保険適用者名簿等、雇用の ○
状況が確認できる書類等の写し。農の雇用事業
を活用していることを確認できる書類（採択通
知書等）の写し。

３ 事業により導入する機械施設等の規模及び事業費等に関する資料
（１）事業により導入する機械施設等の利用計画及び規模決定根拠（参考様式２ 。）
（２）事業により導入する機械施設等と同種の機械施設等を所有する場合は、所有する機械施

設の形式、性能、規模及び台数のほか、今回導入する機械施設等と既存機械施設等の全て
を対象とした導入計画（参考様式３ 。）
なお、集落営農組織等において機械施設等を導入する場合は、個人が所有する機械施設

等についても記載すること。
（３）事業により導入する機械施設等の事業費の算出根拠。

４ 既存機械施設等の利用状況に関する資料
（１）過去に国庫補助事業等により導入した機械施設等（処分制限期間を経過した機械施設等

を除く ）を所有する場合は、その機械施設等の利用状況（参考様式４ 。。 ）

５ 汎用性の高い機械の導入後の利用に関する資料（導入する機械ごとに作成）
（１）導入機械の他用途への転用防止措置。
（２）恒常的利用の担保措置。
（３）導入後の適正利用の担保措置。



別記２

（ ）強い農業・担い手づくり総合支援交付金 地域担い手育成支援タイプのうち被災農業者支援型
の実施にかかる留意事項について

１ 市町村は農業共済組合と連携して、本事業の実施にあたり、当該地域の園芸施設共済の加入
の促進を図るものとする。



別紙様式１号

文 書 番 号
年 月 日

群馬県知事 ○○○○ 様

市 町 村 長 印

年度群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画の承認
について（申請）

群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援タイプ）実施要領第３の
１に基づき、支援計画を承認されたく申請します。

（注）( )内は申請するタイプを記載する。
（注）関係書類として、実施計画（交付金実施要綱別紙様式１号）を添付すること。



別紙様式２号

文 書 番 号
年 月 日

群馬県知事 ○○○○ 様

市 町 村 長 印

年度群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画書の変
更承認について（申請）

年 月 日付け 第 号により承認された標記支援計画について、下記理由によ
り変更したいので、群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（先進的農業経営確立支援タ
イプ、地域担い手育成支援タイプ）実施要領第３の４の規定に基づき申請します。

記

１ 事業内容

２ 変更内容及び理由

３ 変更後の支援計画

（注）交付金実施要綱別紙様式１号に準じ、変更のあった箇所のみ、変更前後を対比できるよ
うに２段書きするとともに（変更後を下段、変更前を上段にカッコ書き 、必要書類を添）
付するものとする。

（注）( )内は申請するタイプを記載する。



別紙様式３号

文 書 番 号
年 月 日

群馬県知事 ○○○○ 様

市 町 村 長 印

群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画の目標達成状況に
ついて（報告）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画の目標達成状況（○年度
） 、 （ 、目 について 群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金 先進的農業経営確立支援タイプ

地域担い手育成支援タイプ）実施要領第５の規定に基づき報告します。

（注）( )内は申請するタイプを記載する。
（ ） 、 （ ）注 関係書類として 事業実施状況報告書及び評価報告書 交付金実施要綱別紙様式５号
を添付すること。



別紙様式４号

文 書 番 号
年 月 日

群馬県知事 ○○○○ 様

市 町 村 長 印

年度群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画におけ
る改善計画について（報告）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金（○○○○タイプ）支援計画における改善計画につい
て、別添のとおり作成しましたので、群馬県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（先進的農
業経営確立支援タイプ、地域担い手育成支援タイプ）実施要領第６の規定に基づき報告します。

（注）( )内は申請するタイプを記載する。
（注）関係書類として、改善計画（交付金実施要綱別紙様式６号の２）及び参考様式１を添付

すること。



（参考様式１）

経営発展計画書

(申請者) 住所
氏名 印

１．経営発展の方向性（経営規模拡大、生産物の販売方法等について記載）

２．経営発展の具体的な目標

項 目 現 状 目標（５年後）

経 営 類 型

経 営 規 模 作目・ 作付面積・ 作目・ 作付面積・
生産量 生産量

部 門 飼 養 頭 数 部 門 飼 養 頭 数

所 有 地： ａ 所 有 地： ａ
借 入 地： ａ 借 入 地： ａ
作業受託： ａ 作業受託： ａ

年間農業所得 万円 万円

年間労働時間 時間 時間

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

３．経営発展の目標を達成するための具体的な措置

※導入する機械・施設等、雇用計画、６次産業化への取組等について、具体的な数値により
記載すること。


